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議題１ 第２次高槻市障がい者基本計画の令和６年度実績について 

資料 

番号 

ページ

番号等 
ご意見・ご質問等の内容 所管課回答 

1-1 1 ■（１）相談支援の充実 

障害者差別解消法に係る相談対応の項 

相談件数４件ありますがどのような事例ですか。 

【福祉相談支援課】 

相談件数４件の内訳につきましては、スーパーにおける購入物の袋詰

めに関する事例が１件、医療機関における付き添いに関する事例が１

件、通信会社における電波に関する事例が１件、教育機関における行

事に関する事例が１件でございました。 

 

1-1 1 ■2-1-（１）障害者差別解消法に係る相談対応 

従前からの繰り返しにはなりますが、高槻市独自の差別解

消条例の制定を強く要望いたします。 

【福祉相談支援課・障がい福祉課】 

本市では、「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律」に

加え、大阪府においても「大阪府障がい者差別解消条例」が制定され

ており、これらの法と条例に基づき相談と啓発の両輪で差別解消の

取組を進めております。 

引き続き、障がい者の差別解消に向けた取組について、適切な相

談体制を確保するとともに各関係機関と連携し、様々な機会を捉えて

市民・事業者へ効果的な啓発活動を実施してまいります。 

 

1-1 1 ■生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援 

新規相談件数が増え相談員の仕事量が大変だと思いま

す。対応に信頼があるから相談が増えていると思っていま

す。これからもよろしくお願いいたします。 

 

（回答不要） 

1-1 2 2-2-（１）生活支援の充実 

行動援護の追加、移動支援、強度行動障がい支援者養成

研修（令和７年度より）の基準額の改定、ありがとうござい

ます。従業者の確保、事業者により事業の継続のみならず、

重度の障がい者を地域で支える仕組みが構築されることを

願っています。 

（回答不要） 
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1-1 3 令和６年度より行動援護の従事者養成研修（新規）を追加

され、２３名が受けられたとありますが、これまでの従事者

を含めて、現在登録実働されているのはどのくらいですか。 

対象者につき 1 人当たり月毎の利用回数や時間に制限は

ありますか。 

また、主な利用理由を教えてください。 

【障がい福祉課】 

 行動援護従事者養成研修費補助金につきましては、行動援護以外

の事業所従事者の受講についても補助対象としているところです。行

動援護事業所における実働者の状況は把握しておりませんが、当該

補助金の活用により、市内各事業所において行動障がいのある方に

対する支援力の向上が図られるものと考えております。 

 行動援護の利用回数に制限はありませんが、利用時間については

標準支給量を月４０時間（児童は月 30時間）と定めた上で、個別の

状況を勘案し、支給決定を行っております。 

主な利用理由としましては、余暇等を目的に地域生活支援事業の移

動支援で外出支援を受けていた方で、行動障がいに対する予防的対

応や制御的な対応が特に必要な方が、移動支援から行動援護へとサ

ービス種別を変更される例が多くなっております 

 

1-1 3 2-3-（２）雇用・就労、経済的自立の支援 

■福祉的就労の充実 

優先調達実績、令和５年度比+2,000 万円（役務？）の要

因について、教えていただきたい。 

今後も金額増を含めた施策のさらなる充実をお願いいたし

ます。 

 

【障がい福祉課】 

保健所の清掃業務委託約 1,300 万円、事業予定地の除草業務委

託約270万円に加え、物価・人件費等の上昇傾向により、全体的に

実績が底上げしました。令和６年度は財務部局と協力して予算編成

時から庁内に呼びかけを行うことで、全庁的な取り組みを強化してい

ます。 

1-1 3 2-3-（３）社会参加・交流の促進 

■文化芸術活動への支援 

Takatsuki Art Challenge の発展的継続を是非ともよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

【文化スポーツ振興課】 

継続実施に努めて参ります。 
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1-2 １７ ■スクールソーシャルワーカーの配置について 

今の人数で足りているのか。学校に派遣した回数と内容を

教えてください。 

 

【教育指導課】 

令和 5年度から令和 6年度にスクールソーシャルワーカーを３名

から６名に増員し、その結果、支援の対象となった児童生徒数は増加

し、支援したことで状況が改善に向かった好転率についても上昇して

います。 

また、令和 6年度の延べ支援件数は、６６７３件となります。 

スクールソーシャルワーカーは、福祉に関する専門的な立場から、直

接、学校内で行われるケース会議等に参加するとともに、福祉機関や

医療機関等の関係機関との連携を図り、不登校や児童虐待など、課

題解決に向けての調整や支援を行っています。 

 

1-2 １８ ■障がい児者虐待事案への対応について 

どういった内容の通報があり、どのような対応をされたのか

教えてください。 

【福祉指導課・福祉相談支援課】 

通報・相談97件のうち、養護者に関するものが７０件、施設従事者

等に関するものが２６件、使用者に関するものが１件でした。それぞれ

速やかに事実確認等を行った上、個々の状況に応じた各種サービス

の利用提案や助言等の支援を行いました。 

【子育て支援課】 

障がい児の虐待事案につきましては、発達課題があるお子さんに

対して指示が通らず、保護者が手をあげてしまうといった事案等がご

ざいます。対応につきましては、保護者への指導を行うとともに、継続

的な面談等により、お子さんへの関わり方の助言や、利用できるサー

ビスの提案を行うなど、子育てに関する悩み等を保護者が一人で抱

え込まないよう支援しております。 

1-2 １９ ■成年後見制度利用支援について 

周知はどのように行っているのか教えてください。 

【福祉相談支援課】 

成年後見制度の利用促進に向けて課内に中核機関を設置し、その

際に広報誌に特集記事を掲載いたしました。また、併せて新たに成年

後見制度に関する出前講座メニューを開講し、広く周知啓発に努め

ております。 
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1-2 ２５ 職員出前講座の実施件数が減っているため、理解を深める

機会として、積極的に周知啓発をお願いします。 

 

 

 

【障がい福祉課】 

職員出前講座、市ホームぺージや広報誌等を活用し障がい者理解

の促進に取り組んでまいります。 

議題２ 高槻市第７期障がい福祉計画及び第３期障がい児福祉計画の令和６年度実績について 

資料 

番号 
ページ

番号等 
ご意見・ご質問等の内容 所管課回答 

2-1 1 施設入所者については、入所施設の定員減とグループホー

ムへの移行でさらなる削減が見込まれるのではないか。 

【障がい福祉課】 

施設入所者の削減については、強度行動障がい支援者養成研修

や、行動援護従事者養成研修等の各種研修費用助成を行うこと等を

とおして、地域生活への移行が進むよう、重度の障がい者が地域生

活を送るために必要な社会資源の充実に努めます。 

 

 

2-1 5 強度行動障がい有する者のニーズ把握及び支援体制の整

備について、行動関連項目が 10 点以上の者の人数の把

握、その者が利用している事業所等の把握を行ったとある

が、具体的な進捗状況について教えていただきたい。 

【福祉相談支援課・障がい福祉課】 

強度行動障がいがある方の支援体制の整備について、自立支援

協議会運営事務局会議等の場において、市で把握した行動援護点数

１０点以上の方の人数やその方々が利用している障がい福祉サービ

ス等の情報の共有を行い、検討体制等について調整を行っていると

ころです。 

 

 

2-2 1 行動援護の利用者数、利用時間の増加についてご協力い

ただきありがとうございます。引き続き、利用者のニーズや

状態像に基づいた適切な支給決定をよろしくお願いいたし

ます。 

（回答不要） 
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2-2 9 （３）市内の指定・登録事業数 

就労継続支援B型事業について、令和6年度に 8事業所

が増加しているが、内訳（新規 orA 型からの変更）につい

て教えていただきたい。また、新規事業所については、利益

供与とも捉えられかねないサービス内容が含まれている事

業所も散見されるが、指定の際の基準や指導はどのように

なっているのか教えていただきたい。 

【福祉指導課】 

令和６年度の新規指定は８件で、内訳としては、新規開所は５件、

既存事業所が新たに指定を受けたものが３件（法人変更、従たる事業

所の独立など）で、A型からの変更はありませんでした。なお、新規 5

件のうち１件は、指定時の虚偽などが確認されたことなどから、指定取

消処分を行っています。 

就労継続支援事業の人員・設備・運営の基準は、他の障がい福祉サ

ービスと比較して満たしやすい傾向にあることから、全国的に新規参

入が増えている状況にあります。本市におきましては、事業が適正に

実施されるよう、指定時及び指定後の指導の強化を図ると共に、運営

実態の把握に努めており、不適正事案に対しては、厳正に対応してい

るところです。 

議題３ 次期計画策定に向けたアンケート調査の実施について 

資料 

番号 
ページ

番号等 
ご意見・ご質問等の内容 所管課回答 

  
（意見なし）  


